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１  市町村との連携強化

２  県民や民間等との協働・共創

少子高齢化の進行や社会経済情勢の変化、価値観・ライフスタイルの多様化などにより、県が取り組
むべき課題は、より一層、多様化・複雑化しています。
また、大規模災害の発生時や新興感染症の感染拡大時においては、迅速かつ的確な対応が求められ
ます。
こうした中、基本理念や目指す姿の実現に向け、本計画に位置付けた政策・施策を、効果的・効率的
に推進するためには、現場のニーズを十分に把握し、県や市町村、県民、民間企業等が一体となり、オー
ル千葉県で取り組むとともに、急速に進展するデジタル技術を効果的に活用するほか、機能的で弾力性
のある組織体制や持続可能な財政構造を確立していくことが必要です。
加えて、本県が目指すべき方向性は、国際社会全体の普遍的な目標であるSDG sの考え方と共通し
ていることから、本計画に掲げる全ての施策を着実に推進していくことが、SDG sが目指す社会の実現
につながるということを十分認識した上で、各業務に当たる必要があります。
そこで、本計画の推進に当たっては、県行政を「経営する」という観点を重視することとし、「市町村
との連携強化」「県民や民間等との協働・共創」「 DXの推進」「時代の変化に対応した行政組織へ
の変革」「 SDGsの推進」の5点を、計画の推進に当たり踏まえるべき基本的視点として掲げ、各施策
に取り組んでいきます。

多様な県民ニーズを的確に捉え、各地域の実情に応じた施策を効果的に実施していくためには、住民
に最も身近な自治体である市町村こそが重要であることから、市町村の意見を十分に聞きながら、県と
市町村の取組が相乗効果を発揮するよう連携していくことが必要です。
今後、更なる人口減少による職員の不足や、公共施設の老朽化などの深刻化が見込まれる中、県及び
市町村が持続的かつ効果的に行政を経営していくためには、人材の確保・育成に連携して取り組むだけ
でなく、DXの推進等による抜本的な施策の見直し・業務効率化、それぞれの有する資源の共同活用等
の更なる市町村間の広域連携や県による市町村業務の補完・支援など、多様な手法の中からこれまでに
ない取組を検討していくことも必要となります。
このため、国の動向を注視しつつ、様々な機会を通じて、市町村が直面する課題やそれに対する考え方
を共有するとともに、直接現地を確認しながら、現場の意見を十分に伺うなど、徹底した現場主義に基づ
いて各施策を実施し、市町村と連携して地域課題の解決に取り組んでいきます。
あわせて、各市町村がそれぞれ行う取組がより一層進展するよう、総合的・効果的な支援も行っていき
ます。
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編 県の実施する施策を効果的に展開していくためには、県民一人ひとりの理解を得るとともに、様々な主体

と協力して取り組んでいくことが必要です。
このため、ホームページやSNSなどを活用し各種県政に関する情報を積極的に発信することで県民の
理解を深めるとともに、市民活動団体や企業など、各分野の最前線を支える方との開かれたコミュニケー
ションを通じて、様々な主体の英知を結集し、本県の将来を担う高校生や大学生等の若者も含め、あらゆる
県民ニーズ等も取り込みながら、オール千葉県で課題の解決を図っていきます。
また、急速な時代の変化の中で生じる新たな課題や県民ニーズに対応するためには、行政だけでなく、そ
れぞれの分野で強みを有する民間企業や大学などと連携し、その知恵や力を積極的に活用していくことも
必要です。
このため、民間等が有するノウハウ・資源と庁内関係部局のマッチングを図ることで施策効果を高め、本
県が抱える様々な社会・地域課題を解決していくため、民間等とのコラボレーションを推進していきます。
また、成田空港の拡張事業等を見据え、様々な地域や分野において民間等がビジネスしやすい環境づ
くりを進めるため、国家戦略特区制度を活用するなど、規制緩和に資する取組を進めていきます。
さらに、災害に迅速に対応できる体制づくりや、スタートアップの育成支援、シェアリングエコノミーの
考え方に基づく取組の促進など、様々な分野において、民間等との共創による取組を進めます。
加えて、民間企業との人事交流による職員の育成を推進するとともに、専門知識を有する副業人材を積
極的に雇用するなど、民間の優れた知見を県の各種事業・施策に活用していきます。
本県を取り巻く諸課題には、環境問題や災害対応をはじめ、様々な分野で広域的に対応しなければ解決
が困難なものや、抜本的な少子化対策など、国が主導的な役割を担って進めていくべきものがあります。
また一方で、観光情報の発信など、他の自治体と連携して取り組んだ方が、より効果が高まる施策もあ
ります。
このため、その課題や目的も踏まえて、全国知事会や九都県市首脳会議※をはじめ、同じ課題意識を

有する自治体との連携などを通じて、国等に対する要望活動や共同での調査研究・取組等を実施するほ
か、埼玉県・東京都・神奈川県に加え、茨城県も含めた近隣都県との連携による方策なども検討・実施
していきます。
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3  DXの推進 4  時代の変化に対応した行政組織への変革

A I や IoT、ロボットなどの急速な技術革新や5G※の普及拡大など通信環境の充実により、デジタル技
術が生活や産業に浸透し、ライフスタイルの多様化やビジネスモデルの転換が起きています。
社会全体で更なるデジタル化が進めば、生活や産業など様々な分野における課題の解決が促進され、ま
た、行政においても県民サービスの向上や業務の効率化につながることから、デジタル技術を効果的に活
用した施策の展開や県行政のDXを推進していく必要があります。
そこで、県では、「県民の心豊かな暮らしと活力ある千葉」の実現を目指し、令和5年（2023年）3月
に策定した「千葉県デジタル・トランスフォーメーション推進戦略」に基づき、社会のあらゆる分野でより
良い変革を起こすため、県内の産学官民と連携し、優良事例の横展開によりデジタル技術の活用を促進す
るなど、社会全体のDXを推進しているところです。
引き続き、県では、「県民・事業者に時間を返す」という考えの下、県民が、いつでもどこでも、それぞ
れのニーズに合ったきめ細かい行政サービスを受けられるよう、更なる行政手続のオンライン化や納付手
続のキャッシュレス化に取り組んでいきます。
また、行政が保有するデータを企業等が積極的に利活用できるようオープンデータ化を推進し、新たな
付加価値やイノベーションの創出などにつなげていきます。
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資料：千葉県野生鳥獣対策本部

野生鳥獣による農作物被害状況の推移
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資料：農林水産省「荒廃農地の発生防止・解消等」

荒廃農地面積の推移
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資料：道路環境課

建設年次別県管理橋梁数の状況
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給水人口及び水道普及率の推移

資料：「水道統計」を基に作成（昭和30年、昭和35年は「千葉県統計年鑑」を基に作成）
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資料：千葉県

行政手続オンライン化率の推移
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資料：厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師統計（隔年報）」

医療施設従事医師数の推移
（人）
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資料：厚労省「衛生行政報告例（隔年報）」

就業看護職員数の推移（人）
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資料：厚生労働省「市区町村別生命表」

平均寿命の推移
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資料：厚生労働科学研究（健康寿命ページ）、健康日本21（第三次）推進専門委員会資料
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資料：厚生労働省「令和６年人口動態統計（確定数）」

主要死因別死亡者数の状況
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資料：厚生労働省「令和4年人口動態統計（確定数）」

主要死因別死亡率
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千葉県デジタル・トランスフォーメーション推進戦略 表紙

自然災害の頻発化・激甚化や人口減少・少子高齢化の進行、県民の価値観・ライフスタイルの多様化な
ど、県政を取り巻く環境は大きく変化しています。
県政を担う職員については、行政課題の多様化・複雑化に伴い、求められる能力が変化しており、他方
で、若年人口の減少等による採用試験の受験者数の減少に加え、人材の流動化が進む中で定年前に退職
する職員が増加傾向にあります。
こうした中においても、質の高い行政サービスを提供していくためには、限られた経営資源（人的資
源・税財源）を有効活用し、効果的・効率的な行財政を推進していく必要があります。
このため、県では、本計画の策定に併せて「千葉県行財政改革計画」を改訂し、機能的な組織体制の構
築や柔軟な人員配置、持続可能な財政構造の確立、デジタル技術の活用による業務効率化、多様な主体と
の連携・協働などに取り組むことにより、行財政改革を推進し、時代の変化に対応した県民視点の県政を
実現していきます。
また、昨今の多様化・複雑化した行政課題に的確かつ効率的に対応するため、その解決に当たっては、関
係部局を横断した対応が必要となります。関連性の高い分野間で、それぞれの部局が密接に連携して取り
組むことにより、各施策の効果の最大化を図ります。
このほか、子育てや教育などの基幹的な住民サービスは全国一律で行うことが望ましい一方で、多様
化・複雑化する地域課題に的確に対応するためには、それぞれの地域の実情に応じて対応することが必要
であり、その基盤となる地方分権改革の推進が不可欠です。
この地方分権改革を実のある改革とするためには、国と地方の役割分担を明確化するとともに、地方が
担うべき事務・権限を税財源と一体的に地方自治体へ移譲し、地方の自主性・自立性を高めていく必要が
あります。
そのため、県では、国に対して地方が担うべき事務・権限と税財源の一体的な移譲や、地方の創意工夫
を可能とする制度改正などを進めるよう、積極的に提言・要望していくとともに、全国知事会など様々な
機会を通じて主張していきます。
加えて、地方分権改革の内容、効果やその成果について、県民の理解を深めるための取組を進めます。
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3  DXの推進 4  時代の変化に対応した行政組織への変革

A I や IoT、ロボットなどの急速な技術革新や5G※の普及拡大など通信環境の充実により、デジタル技
術が生活や産業に浸透し、ライフスタイルの多様化やビジネスモデルの転換が起きています。
社会全体で更なるデジタル化が進めば、生活や産業など様々な分野における課題の解決が促進され、ま
た、行政においても県民サービスの向上や業務の効率化につながることから、デジタル技術を効果的に活
用した施策の展開や県行政のDXを推進していく必要があります。
そこで、県では、「県民の心豊かな暮らしと活力ある千葉」の実現を目指し、令和5年（2023年）3月
に策定した「千葉県デジタル・トランスフォーメーション推進戦略」に基づき、社会のあらゆる分野でより
良い変革を起こすため、県内の産学官民と連携し、優良事例の横展開によりデジタル技術の活用を促進す
るなど、社会全体のDXを推進しているところです。
引き続き、県では、「県民・事業者に時間を返す」という考えの下、県民が、いつでもどこでも、それぞ
れのニーズに合ったきめ細かい行政サービスを受けられるよう、更なる行政手続のオンライン化や納付手
続のキャッシュレス化に取り組んでいきます。
また、行政が保有するデータを企業等が積極的に利活用できるようオープンデータ化を推進し、新たな
付加価値やイノベーションの創出などにつなげていきます。
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資料：千葉県野生鳥獣対策本部

野生鳥獣による農作物被害状況の推移
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資料：農林水産省「荒廃農地の発生防止・解消等」

荒廃農地面積の推移
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建設年次別県管理橋梁数の状況
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資料：「水道統計」を基に作成（昭和30年、昭和35年は「千葉県統計年鑑」を基に作成）
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資料：厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師統計（隔年報）」

医療施設従事医師数の推移
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資料：厚労省「衛生行政報告例（隔年報）」
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資料：厚生労働省「市区町村別生命表」
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資料：厚生労働科学研究（健康寿命ページ）、健康日本21（第三次）推進専門委員会資料
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資料：厚生労働省「令和６年人口動態統計（確定数）」

主要死因別死亡者数の状況
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資料：厚生労働省「令和4年人口動態統計（確定数）」

主要死因別死亡率
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自然災害の頻発化・激甚化や人口減少・少子高齢化の進行、県民の価値観・ライフスタイルの多様化な
ど、県政を取り巻く環境は大きく変化しています。
県政を担う職員については、行政課題の多様化・複雑化に伴い、求められる能力が変化しており、他方
で、若年人口の減少等による採用試験の受験者数の減少に加え、人材の流動化が進む中で定年前に退職
する職員が増加傾向にあります。
こうした中においても、質の高い行政サービスを提供していくためには、限られた経営資源（人的資
源・税財源）を有効活用し、効果的・効率的な行財政を推進していく必要があります。
このため、県では、本計画の策定に併せて「千葉県行財政改革計画」を改訂し、機能的な組織体制の構
築や柔軟な人員配置、持続可能な財政構造の確立、デジタル技術の活用による業務効率化、多様な主体と
の連携・協働などに取り組むことにより、行財政改革を推進し、時代の変化に対応した県民視点の県政を
実現していきます。
また、昨今の多様化・複雑化した行政課題に的確かつ効率的に対応するため、その解決に当たっては、関
係部局を横断した対応が必要となります。関連性の高い分野間で、それぞれの部局が密接に連携して取り
組むことにより、各施策の効果の最大化を図ります。
このほか、子育てや教育などの基幹的な住民サービスは全国一律で行うことが望ましい一方で、多様
化・複雑化する地域課題に的確に対応するためには、それぞれの地域の実情に応じて対応することが必要
であり、その基盤となる地方分権改革の推進が不可欠です。
この地方分権改革を実のある改革とするためには、国と地方の役割分担を明確化するとともに、地方が
担うべき事務・権限を税財源と一体的に地方自治体へ移譲し、地方の自主性・自立性を高めていく必要が
あります。
そのため、県では、国に対して地方が担うべき事務・権限と税財源の一体的な移譲や、地方の創意工夫
を可能とする制度改正などを進めるよう、積極的に提言・要望していくとともに、全国知事会など様々な
機会を通じて主張していきます。
加えて、地方分権改革の内容、効果やその成果について、県民の理解を深めるための取組を進めます。
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5  SDGsの推進

SDGsは、世界全体の経済、社会及び環境の三側面を、不可分のものとして調和させ、誰一人取り残すこと
なく、持続可能な世界を実現するための統合的取組であり、国際社会全体の普遍的な目標です。
国においては、「 SDGs実施指針」を定めて取組を進めており、地方自治体においても、SDGsが掲げ
る17のゴールの達成に向けた取組を加速させていくことが求められています。
SDGsの考え方は、県政の様々な分野において、県が目指すべき方向性と同じであることから、本計画に

掲げる施策・取組を着実に推進していくことにより、県としてSDGsの推進を図り、「誰一人取り残さない」
多様性と包摂性のある社会を築くとともに、将来にわたり持続可能な社会の実現を目指していきます。
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〈SDGsとは〉
　「SDGs」とは、「持続可能な開発目標」（Sustainable Development Goals）
のことで、2015年9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジ
ェンダ」にて記載された2016年から2030年までの国際目標です。
　持続可能な世界を実現するための17のゴール・169のターゲットから構成され、地球
上の誰一人取り残さない（leave no one behind）ことを誓っています。
　国のSDGs推進本部が令和5年（2024年）に決定した「SDGs実施指針改定版」で
は、地方自治体の様々な計画にSDGsの要素を反映すること等が期待されています。
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上の誰一人取り残さない（leave no one behind）ことを誓っています。
　国のSDGs推進本部が令和5年（2024年）に決定した「SDGs実施指針改定版」で
は、地方自治体の様々な計画にSDGsの要素を反映すること等が期待されています。


